
墨田区地域集会所の管理運営に関する条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 
改  正  案 現     行 

  
（趣旨）  
第１条 この条例は、次に掲げる地域集会所 
 （以下「集会所」という。）の管理運営に 

ついて必要な事項を定めるものとする。 

 

⒧～⑶ 〔略〕 

別表第１ 
１ 貸切りの場合 

利用料金（１室につき） 
午前 午後 夜間 

      
 
 
 
 
 

午前９時
から正午
まで 

午後１時
から午後
５時まで 

午後５時
から午後
９時まで 

立川集会所 〔略〕 〔略〕 〔略〕 

寺島集会所 〔略〕 〔略〕 〔略〕 

千歳集会所 〔略〕 〔略〕 〔略〕 

八広中央集会所 〔略〕 〔略〕 〔略〕 

外手集会所 〔略〕 〔略〕 〔略〕 
八広はなみずき
集会所 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

曳舟集会所 〔略〕 〔略〕 〔略〕 

西あずま集会所 〔略〕 〔略〕 〔略〕 

押上集会所 〔略〕 〔略〕 〔略〕 

東向島集会所 〔略〕 〔略〕 〔略〕 
八広一丁目 
集会所 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 
東墨田うめぞの
集会所 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 
八広あおぎり 
集会所 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 
横川三丁目 
集会所 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

江東橋集会所 〔略〕 〔略〕 〔略〕 

一寺言問集会所 〔略〕 〔略〕 〔略〕 
業平三丁目 
集会所 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 
立花四丁目 
集会所 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

京島第一集会所 〔略〕 〔略〕 〔略〕 

〔同左〕  

第１条 この条例は、次の各号に掲げる地域

集会所（以下「集会所」という。）の管理

運営について必要な事項を定めるものとす

る。 
⒧～⑶ 〔略〕 

別表第１ 

１ 貸切りの場合 

利用料金（１室につき） 
午前 午後 夜間 

      
 
 
 
 
 

午前９時
から正午
まで 

午後１時
から午後
５時まで 

午後５時
から午後
９時まで 

〔同左〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 

〔同左〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 

〔同左〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 

〔同左〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 

〔同左〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 
 
 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

〔同左〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 

〔同左〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 

〔同左〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 

〔同左〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 
 
 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 
 
 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 
 
 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 
 
 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

〔同左〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 

〔同左〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 
 
 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 
 
 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

〔同左〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 

区分 

名称 

区分 

名称 

〔同左〕 

〔同左〕 

〔同左〕 

〔同左〕 

〔同左〕 

〔同左〕 

〔同左〕 



京島第二集会所 〔略〕 〔略〕 〔略〕 

なりひら神明橋
集会所 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 

墨田集会所 〔略〕 〔略〕 〔略〕 
太平四丁目 
集会所 

〔略〕 〔略〕 〔略〕 
 
付記 １・２ 〔略〕 
２ 〔略〕 

〔同左〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 

〔同左〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 

本所集会所 2,400円 3,100円 3,100円 

〔同左〕 〔略〕 〔略〕 〔略〕 
 
 〔略〕 〔略〕 〔略〕 

  
付記 １・２ 〔略〕 
２ 〔略〕 

  

   付 則 
 
 この条例は、平成２４年１月１日から施行する。 

〔同左〕 


